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第２回伊方町・瀬戸町合併協議会会議録 
招 集 年 月 日         平成１４年１０月２５日（金） 

招 集 の 場 所         瀬戸町役場 ３階大会議室 

開会日時及び宣告 平成１４年１０月２５日 午後 ２時００分 議 長 井上 善一

閉会日時及び宣告 平成１４年１０月２５日 午後 ３時１５分  

会議録署名委員         上 野   守 上 田   實  

会      長 井 上 善 一  

委 員 氏 名 出欠等 委 員 氏 名 出欠等

副会長 中 元 清 吉 ○ 委 員 久 世 隆 博 ○ 

委 員 得 能 鶴 利 ○ 委 員 上 田   實 ○ 

委 員 上 野   守 ○ 委 員 阿 部 道 忠 ○ 

委 員 大 星 政 人 ○ 委 員 二 宮 英 喜 ○ 

委 員 廣 瀬 秀 晴 ○ 委 員 阿 部 好 晴 ○ 

委 員 田 中 康 司 ○ 委 員 山 本 眞 平 ○ 

委 員 山 口 和 哉 ○ 委 員 宮 下   寛 ○ 

委 員 篠 川 晴 子 ○ 委 員 井戸本 昭 夫 ○ 

委 員 大 森 次 郎 ○ 委 員 石 崎 照 夫 ○ 

委 員 樋 田   剛 ○ 委 員 福 島 朝 行 ○ 

委 員 小 林 栄 喜 × 委 員 井 上 喜代男 ○ 

委 員 木 下   清 ○ 委 員 河 野 ヤヨイ ○ 

委 員 古 田 宇佐彦 ○ 委 員 藤 村 泰 昭 ○ 

委 員 二 宮 定 正 ○ 委 員 宮 本 敏 光 × 

委 員 藤 井 順 子 ○ 委 員 谷 口 利 治 ○ 

委 員 田 縁 柳太郎 ○ 委 員 佐々木 喜美香 ○ 

委 員 中 藤   勇 ○    

委      員 

委 員 栗 上 岳 久 ○    

顧      問 顧 問 高 門 清 彦 ○    

幹事長 畑 中 芳 久 ○ 副幹事長 清 水 博 義 ○ 

幹 事 菊 池 和 彦 ○ 幹 事 森 口 又兵衛 ○ 幹   事   会 

幹 事 濱 口 市 作 ○ 幹 事 近 田 三 郎 ○ 

事務局長 増 田 愛 明   

総務班長 山 本 桂 二 調整班長 坂 本 明 仁 

計画班長 三 好   要 班長補佐 河 上 芳 輝 
合併協議会事務局 

庶  務 明 神 千登勢   

会 議 次 第          別紙のとおり 

会 議 の 経 過          別紙のとおり 

傍 聴 人 の 数           ４人 
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会 議 次 第 

１．開   会 

２．会長（瀬戸町長）あいさつ 

３．会議録署名人の指名について 

４．議事 

   議案 

   ①議案第 ６号 合併協定項目の協議スケジュール及び協議方針について 

   協議 

   （継続協議） 

   ①協議第 １号 合併の方式について 

   ②協議第 ２号 合併の期日について 

   （新規協議） 

   ①協議第 ３号 新町の名称について 

   ②協議第 ４号 新町の事務所の位置について 

   ③協議第 ５号 機構及び組織の取り扱いについて 

   ④協議第 ６号 財産の取り扱いについて 

   ⑤協議第 ７号 町議会議員の任期及び定数の取り扱いについて 

   ⑥協議第 ８号 農業委員会委員の任期及び定数の取り扱いについて 

   ⑦協議第 ９号 条例・規則の取り扱いについて 

   ⑧協議第１０号 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について 

   その他 

   ①合併重点支援地域指定要望について 

   ②第３回伊方町・瀬戸町合併協議会の日程について 

５．副会長（伊方町長）あいさつ 

６．閉   会 
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協 議 会 事 務 局 長            失礼します。 

 皆様大変お待たせをいたしました。一同御起立お願いいたしま

す。礼。御着席ください。どうもありがとうございました。 

 本日は、大変お忙しい中御参集を賜り、まことにありがとうご

ざいます。 

 本日の会議は、規約第１０条の規定により、出席者が過半数に

達しておりますので、この会議は成立いたしました。 

 ただいまから伊方町・瀬戸町合併協議会第２回会議を開催いた

します。 

 本日の会議は、皆様のお手元の次第に沿って進行させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、井上会長のごあいさつをお願

いいたします。 

井  上  会  長  それでは、失礼いたします。 

 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今日は、午前中伊方町で原子力防災訓練が行われまして、この

委員の皆様方の中にも関係した方がいらっしゃると思います。そ

ういう意味では、午前中に引き続きまして協議会の会議に御出席

をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。 

 加えまして、伊方町の委員の皆様方におかれましては、わざわ

ざ本町まで足をお運びいただきまして、本当に御苦労でございま

す。隣接しておる町とはいえ、多分昔から我々が東に向いていく

というのは比較的機会が多うございますけれども、東の方が西を

向いてくるというのはそういう目的、特別なことがなかったら、

通常は来る機会が少ないんじゃないかというふうに思いますけれ

ども、これからこの協議の場を通じて、あるいはそれ以外の機会

も含めまして、お互いが行ったり来たりしながら、予報というの

を的確に把握して、この協議の場でそれを生かしていく、そうい

う場も必要であるかなというふうに思います。そういう意味で

は、近い仲というような形で、これからの協議が進んでいけばあ

りがたいと思います。 

 今日は、お手元にお配りしておりますように、前回の会議に提

案いたしました継続協議の案件、あるいは新規に提案する協議案

件等々、お手元の資料に基づきまして御協議をお願いしたいと思
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います。どうか十分な御協議をいただきまして、それぞれの協議

案件がスムーズにこの趣旨にのっとって皆様方の御協力をいただ

きますように、心よりお願いを申し上げましてごあいさつといた

します。 

協 議 会 事 務 局 長            ありがとうございました。 

 それでは、早速会議に入らせていただきます。 

 これより議事進行は、規約第１０条の規定によりまして、井上

会長に進めていただきますので、よろしくお願いいたします。 

井  上  会  長  それでは、会議次第の３番になります会議録署名人の指名につ

いてお諮りします。 

 まことに僣越でございますが、第１回協議会の例に倣い、私の

方で指名させていただいてよろしゅうございましょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  それでは、本日の会議録署名人に、伊方町の上野守委員と瀬戸

町の上田實委員を指名いたします。よろしくお願いします。 

 それでは、早速ですけれども、議事に入ります。 

 最初に、議案から審議をお願いいたします。本日の議案は１件

でございます。 

 議案第６号合併協定項目の協議スケジュール及び協議方針につ

いてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

総  務  班  長  失礼いたします。 

 議案資料１ページをお開きいただいたらと思います。 

 議案第６号合併協定項目の協議スケジュール及び協議方針につ

いて。 

 合併協定項目の協議スケジュール及び協議方針について別紙の

とおり定める。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次、２ページお開き願います。 

 合併協議会におけます協議項目の協議スケジュールで、任意協

議会で協議するもの、それから法定協議会で協議いたしますもの

を載せてございます。 

 任意協議会で重要な基本的協議項目５項目の協議、法定協議会
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で特例法に規定する項目６項目、その他必要な項目１１項目の協

議を実施することとしての協議項目の確認目標時期を掲げており

ます。現在、この任意合併協議会で合併協議の前提となります基

本的協議項目５項目についての方針を協議していますが、この方

向性が決まれば法定協議会へ移行し、住民の関心が深く、住民生

活に直接かかわってきます行政格差の調整に関する項目でありま

すとか、組織や身分に関します項目でありますとか、新町の運営

や改正に関します事項、そして合併合意を前提に協議いたします

項目２２項目について、関連の深い協議項目から具体的に協議す

ることといたしております。 

 協議の最終確認完了の目標時期は、新町発足までの事務的処理

の関係により、合併目標期日、提案しております平成１６年１０

月とした場合、遅くとも６カ月前には完了する必要があります。

並びに議会の議決、協定書の調印などの準備期間が２カ月程度必

要なため、それまでに協議を完了する必要があり、合併期日の８

カ月前を予定し、合併協議項目の協議完了期日を、その２ページ

の一番下に掲げておりますが、平成１５年１２月２５日を目標と

してございます。この限られた期間内に円滑に協議するため、事

務事業の調整を実施するために、専門部会の設立会議を去る１０

月１８日に開催いたしまして、事務事業一元化のための作業を開

始いたしております。 

 なお、専門部会では主に事務事業を調整していただきますが、

その表には２１項目の協議しか掲載しておりません。２２項目め

の協議項目として、各種事務事業の取り扱いにつきましては専門

部会での事務事業の調整作業の進捗状況などにより、協議方針の

確定したものから随時提案する予定です。提案の順位につきまし

ては、住民負担、利益に関します事項から優先して協議していく

予定でございます。 

 次のページをお開きください。 

 このページには、合併協定項目の協議をするに当たっての協議

方針につきまして、その原則と事務事業のすり合わせの基本的考

え方について掲載をさせていただいております。協議の調整に当

たっての考え方といたしまして、町が合併するに当たり、関係住

民が行政制度の違いにより不利益を受けたりすることがないよう
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行政制度や事務事業についての協議項目を協議会や専門部会等で

調整方針を検討、調整確認することとなります。この調整方針を

検討するに当たって、標準の協議原則がございます。そこに示し

ています６項目の原則を踏まえ、協議調整していくことになりま

す。この６原則は、マニュアルにあります協議原則とさせていた

だいております。 

 それから、以上６項目のこの原則により、関係町の住民の理解

が得られるか、合併後の住民生活がより向上するかなどを視点に

協議することになります。事務事業の合併調整方針はどのように

調整されているかでございますが、合併調整方針の先例事例から

見ますと、住民サービスは高い基準に、住民負担は低い水準に調

整されているようでございます。そのために、事務事業のすり合

わせにはどのようなものがあるか、その下に表にしてございま

す。 

 現在両町で実施しているすべての事務事業と現在専門部会で標

準的な事務事業の一覧を仮に作成してございます。約９００項目

余りに事務事業の項目になってございます。この事務事業一覧に

ない事業、いわゆる単独事業等を合わせますと、１，０００項目

以上の調整が必要になるんではないかと思っております。このす

べての事業について、両町の制度、それから事務事業について協

議の原則をもとに、両町の具体的な調整方針案の策定作業を実施

していただくことになります。 

 調整方針の例といたしましては、現行どおり新町に引き継ぎ存

続させるもの、一元化するもので統合するもの、新たに制度化再

編されるもの、これについては合併時にするのか、合併後にする

のか、その辺のすり合わせでございます。並びに、最後に廃止さ

れるもの、合併時に廃止するか、合併後に廃止するか、以上のよ

うな方法でのすり合わせになろうかと思います。 

 以上、申し上げました協議項目の確認目標時期、協議項目の協

議方針での協議の調整を実施することの今回の御提案でございま

す。 

 以上でございます。 

井  上  会  長  ただいま事務局より協議項目の協議スケジュールと合併協定項

目の協議方針について御説明がございました。 
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 御質疑ございませんか。 

 特にございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特別御質疑もないようでございますので、議案第６号について

採決いたしたいと思います。 

 議案第６号合併協定項目の協議スケジュール及び協議方針につ

いて原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定されま

した。 

 次に、協議事項を議題といたします。 

 まず最初に、継続協議２件について議題といたします。 

 この継続協議の案件につきましては、第１回協議会で提案し、

今回の協議会で確認いただく予定としているものでございます。 

 では最初に、協議第１号合併の方式についてを協議議題といた

します。 

 これにつきましては、第１回協議会におきまして事務局より説

明をいただいておりますし、皆さんにおいて御質問、御意見等が

ございましたら御発言をお願いいたします。 

 ございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特に御質疑もないようでございます。 

 それでは、協議を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 協議第１号合併の方式につきましては、原案のとおり確認済み

とさせていただいてよろしいでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。ありがとうございます。 

 それでは、御確認いただいたものとさせていただきます。 

 では次に、協議第２号合併の期日についてを協議議題といたし

ます。 

 これにつきましても、事務局より前回説明済みでございます。

委員さんにおいて御意見、御質問がございましたら御発言をお願

いいたします。 
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 ありませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特に御意見もないようでございますので、協議を終了いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 協議第２号合併の期日につきまして、その目標期日を平成１６

年１０月１日までとし、合併期日につきましては今後の協議事項

の進捗状況に応じて、改めて協議するということで確認させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  ありがとうございます。 

 それでは、御確認いただいたものとさせていただきます。 

 なお、この合併の期日についての協議項目は、後日改めて協議

されることになりました合併の期日が協議会で正式に確認されま

すまでは、継続協議の取り扱いとさせていただきますので、御了

承をお願いいたします。 

 それでは次に、新規の協議事項について議題といたします。 

 本日、事務局から提案される協議議題は８件でございます。 

 最初に、協議第３号新町の名称についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

総  務  班  長  それでは、失礼いたします。 

 別に配付しております協議資料をごらんいただいたらと思いま

す。 

 協議資料第３号新町の名称について。 

 新町の名称について提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページお開き願ったらと思います。 

 次のページに調整内容でございます。今回提案の基本調整方針

は、新町の名称については住民小委員会に付託・検討し、協議会

で協議することでの提案としています。 

 なお、小委員会に付託いたします協議項目の調整方針欄は空欄

としてございますが、小委員会での方針決定次第、再度協議会に

御提案、確認することで空欄としてございます。 
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 市町村の名称は、合併の方式により相違がございますが、お手

元の資料の留意事項に記載しておりますように、新設合併の場合

は関係町はすべて廃止されますので、新町の名称を決める必要が

あります。先進事例では、旧市町村の名称を使用したもの、歴史

的由来等を考慮し、わかりやすいひらがなの名称をつけて新しい

市町村の名称をしているところもあります。名称につきまして

は、最も住民の方の関心の高い項目であり、名称の選定には慎重

な対応がなされているようでございます。本日の新町の名称につ

いては、基本調整方針案として住民小委員会に付託し、名称の選

定方法や候補名称の選定などについての方針を検討し、協議会で

協議することでの御提案といたしているところでございます。 

 御参考までに、次のページに伊方町と瀬戸町の町村合併の変遷

と両町の町名の由来についてお示しいたしております。お目通し

のほどお願いをいたします。 

 以上でございます。 

井  上  会  長  ただいま事務局より説明がありましたけども、この協議案件に

つきまして御意見、御質疑はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特にないようでございます。 

 それでは、確認させていただきます。 

 協議第３号新町の名称につきましては、住民小委員会に付託・

検討し、協議会で協議するとの事務局提案でありますが、これに

御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしということでございます。 

 それでは、確認いただきましたので、本案件につきましては住

民小委員会に付託させていただきます。 

 次に、協議第４号新町の事務所の位置についてを議題といたし

ます。 

 事務局の説明を求めます。 

総  務  班  長  協議第４号新町の事務所の位置について。 

 新町の事務所の位置について提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 
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 次のページをお開きください。 

 新町の事務所の位置については、行政組織小委員会に付託・検

討し、協議会で協議することの基本方針での御提案でございま

す。 

 検討留意事項に掲げておりますように、市町村の事務所の位置

は地方自治法の規定により条例で定めることとされており、新設

合併の場合、新たに条例で定める必要がございます。基本的な考

えといたしまして、事務所の位置については住民の利用に最も便

利であるように、交通事情、他の官公署との関係等について適当

な考慮を払わなければならないとされています。このようなこと

を勘案し、事務所の位置、事務所の事務の方式など、事務所の位

置を定めるための基本的な事項について検討する必要がありま

す。 

 また、住民の日常生活にも影響いたしますので、庁舎の利用方

式、形態にも十分配慮する必要がございます。５の１ページに、

留意事項の下に事務所設置の関係法令の根拠を明記をいたしてご

ざいます。 

 それから、備考に支所・出張所の設置にかかわります定義。支

所の設置に当たりましては、相当の職員が常時勤務する。出張所

については、町村役場の窓口の延長であるということを明記をし

てございます。 

 次のページをお願いいたします。事務所の２町の庁舎の現況な

どを掲げてございます。本庁、支所、出張所、交通事情、官公署

等の現況を載せておりますので、お目通しをいただいたらと思い

ます。 

 次のページをお開き下さい。 

 庁舎の利用方式でございますが、事務所の位置を定めますと、

現庁舎の利活用の方法を検討する必要がございます。合併時にお

いて住民サービス、住民の日常生活に支障を来さないようにする

必要があります。そのことを念頭に置いて、利用方式、利用形態

をあらかじめ協議しておく必要がございます。利用方式には、５

の３ページにございますように、３つの方式がございます。 

 まず、本庁方式。これにつきましては、現在両町の組織機構と

同様でございます。２町の組織を１カ所の庁舎に、本庁に集約い
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たしまして、本庁以外の従来の庁舎は支所、出張所として利用す

る。メリットといたしましては、事務の効率化が図れますとか、

新町誕生の印象が印象づけられる。それから、デメリットとして

は新庁舎を建てるということになると多大な費用がかかる。支所

となった庁舎の利用形態を検討する必要があるということのメリ

ット、デメリットがございます。 

 続いて、分庁方式でございますが、２町の従来の庁舎に行政機

能を持たせまして、現施設に行政部門を振り分け利用する。機能

分散型方式になろうかと思います。町民の日常生活に支障を来さ

ないように、両庁舎にそれぞれ窓口業務を付加するというような

ことになろうかと思います。片一方の庁舎には、総務、福祉、厚

生部門の機能を置くと、それから片一方の庁舎には産業、建設、

商工部門等の機能を設置するというような機能を分散させての方

式でございます。メリットといたしましては、既存施設の利用の

ための改造程度ぐらいで済む。デメリットとしては、機能を分散

しているために住民が戸惑う。住民に対する周知が必要になって

くる。住民に混乱を生じさせるおそれもありますので、日常生活

に支障を来さないよう両庁舎に受付相談窓口が必要であるという

ことになります。 

 続いて、最後の総合支所方式でございますが、総合支所方式に

つきましては管理部門や事務局部門を除きまして、従来の町の庁

舎に行政機能をそのまま残すという方式でございます。合併前の

町の区域を所管区域として、本庁において処理する事務を除く住

民サービスを提供します総合行政機関と、県で言えば地方局を想

定していただければと思います。メリットといたしましては、住

民や職員にとって最も現状に近い。住民サービス及び事務事業の

混乱が起きにくく容易に提供でき、違和感がない。デメリットと

しては、職員数が今と同数程度必要であり、人件費等の削減が期

待できにくい。合併による事務の効率化が生かされないというこ

とになります。新町の一体感に欠ける面もあるというような、こ

の３方式がございます。 

 次のページをお開き下さい。利用方式の例をフロー化したもの

でございます。 

 お目通し下さい。 
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 それから、５の５ページ、次のページでございますが、現在の

組織・機構について記載しています。事務所の位置の決定と深い

かかわりがございますので、参考資料として添付してございま

す。利用方式が決定すれば、機構及び組織の取り扱いの協議の中

で、住民の利用しやすい、住民サービスの低下を招かないよう協

議されることとなります。 

 最後に、全国の先進事例及び県内の先進事例でございますが、

５の１ページの中ほどに載せてございます。事務所の決定の理

由、他の地域の庁舎の利用方式などを掲載いたしておりますの

で、お目通しをお願いします。 

 以上でございます。 

井  上  会  長  新町の事務所の位置について、ただいま事務局より提案説明が

ございましたが、御質疑はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  格別ないようでありますので、それでは確認させていただきま

す。 

 協議第４号新町の事務所の位置につきましては、行政組織小委

員会に付託・検討し、協議会で協議するとの事務局提案について

御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。 

 それでは、御確認いただきましたので、行政組織小委員会に本

案は付託させていただきます。 

 次に、協議第５号機構及び組織の取り扱いについてを議題とい

たします。 

 事務局の説明をお願いします。 

総  務  班  長  協議第５号機構及び組織の取り扱いについて。 

 機構及び組織の取り扱いについて提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページをお開き下さい。 

 この機構及び組織の取り扱いについては、新設合併の場合、合

併関係市町村２町は消滅するため、その機構・組織につきまして

も消滅することとなります。条例や規則に基づき新たに設置する
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必要がございます。お手元の資料の留意事項に記載しております

ように、地方自治法や各種行政組織に関する法令等により、新町

の町長職務執行者が事務処理に不都合のないよう、合併期日の発

足日に専決処分し、施行することとなります。また、合併後円滑

な行政執行のため、あらかじめ協議し、住民サービスの低下を招

かないよう十分配慮する必要がございます。本日の機構及び組織

の取り扱いについては、基本調整方針案につきまして行政組織小

委員会に付託し、機構・組織の整備方針や組織機関について検討

し、協議会で協議するという方法を御提案をいたしてございま

す。先進地の事例でも小委員会に付託し、対応しているようでご

ざいます。機構及び組織につきましては、住民にわかりやすく利

用しやすく、新町における将来構想にも配慮した整備がなされて

いるようでございます。 

 御参考までに、６の２ページ、次のページでございますが、伊

方町と瀬戸町の現在の機構・組織、次の６の３ページには機構・

組織の設置根拠法令等をお示しいたしてございます。お目通し下

さい。この機構・組織の取り扱いの中で協議しなければならない

のが、本庁組織、出先機関、それから附属機関、この３件を検

討・協議することになろうかなと思います。 

 以上でございます。 

井  上  会  長  ただいま事務局より御説明がございましたが、機構及び組織の

取り扱いについて、委員の皆さんの方で御意見、御質疑がござい

ましたらお願いいたします。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  格別ないようでありますので、確認させていただきます。 

 協議第５号機構及び組織の取り扱いにつきましては、行政組織

小委員会に付託・検討し、協議会で協議することの事務局提案に

ついて御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  ありがとうございます。 

 それでは、御確認いただきましたので、本案につきましては行

政組織小委員会に付託させていただきます。 

 続きまして、協議第６号財産の取り扱いについてを議題といた

します。 
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 事務局の説明を求めます。 

調  整  班  長  協議第６号財産の取り扱いについて。 

 財産の取り扱いについて提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページをお願いいたします。 

 基本調整方針の欄にありますように、本案は財産の取り扱いに

ついては総務小委員会に付託・検討し、協議会で協議するという

提案内容でございます。 

 まず最初に、財産についての説明をさせていただきますので、

資料の最後のページ、７の５をごらんいただきたいと思います。 

 ここに財産の定義といたしまして、根拠法令から説明を載せて

おりますので、朗読させていただきます。 

 まず、財産とは。地方自治法上、財産とは公有財産、物品及び

債権並びに基金をいい、およそ財産権の対象となるもので、地方

公共団体の所有に属するものはほとんどすべて財産の範囲に含ま

れるという規定でございます。ただし、歳計現金は財産の範囲か

らは除外されております。 

 財産の管理及び処分。地方公共団体の財産を交換し、出資の目

的とし、または支払い手段として使用することは原則としては禁

止をされております。 

 財産の区分と説明ということで、財産の区分、法的制約等につ

いて説明いたします。 

 まず最初に、公有財産。この公有財産というのは、地方公共団

体の所有に属する財産のうち、基金に属するものを除く不動産、

特定の動産物件、無体財産権、有価証券及び出資による権利を公

有財産と言います。それで、公有財産は行政財産と普通財産に区

分されることになっております。行政財産とは、地方公共団体に

おいて公用または公共用に供し、または供することを決定した財

産をいいます。行政財産については、貸し付けたり、交換した

り、売り払ったり、私権を設定したりすることが禁止されており

ます。ただし、行政財産である土地については、その用途を妨げ

ない限度において貸し付け等を行うことができることになってお

ります。普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいいま
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す。普通財産は、行政財産と異なり、直接行政執行上の目的に使

用するものではありませんから、これを貸し付け、交換し、売り

払い、あるいは私権を設定することが認められております。信託

も可能となっております。備考欄にありますように、公有財産の

範囲といたしましては不動産、船舶、浮き桟橋、航空機等、それ

から前２号に掲げる不動産及び動産の従物、４番として地上権、

地役権、鉱業権、以下ここに掲載しているようなものがございま

す。後ほど両町の財産について御説明いたします。 

 次に、物品。物品とは、地方公共団体の所有に属する動産で、

現金、公有財産に属するもの及び基金に属するものを除いたもの

及び地方公共団体が使用のため保管する動産を物品と言います。

物品は、備品、消耗品、動物等に分類することができまして、こ

の出納及び保管は収入役の権限となっております。 

 債権。債権とは、金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利

の一切をいいます。地方公共団体が地方公共団体以外の者に対し

て金銭の給付を請求し得るすべての権利を含んでおります。債権

の例としましては、地方税、分担金、過料、物権の売払代金、貸

付料などが上げられます。 

 最後に、基金です。基金とは、地方公共団体は条例の定めると

ころにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立

て、または定額の資金を運用するために基金を設けることができ

ます。それで、特定の目的のために財産を取得し、または資金を

積み立てるための基金を設けた場合には、当該目的のためでなけ

れば処分ができないことになっております。 

 では、最初の７の１ページをお願いいたします。 

 これから掲載しております資料は、平成１３年度決算に関する

両町のデータでございます。先ほど説明いたしました財産の区分

によりまして、両町の財産について御確認いただきたいと思いま

す。 

 まず、所有する公有財産、（１）といたしましては土地及び建

物を掲げております。合計欄でいいますと、伊方町土地が５１万

３，５１２㎡、建物が７万６，３７７㎡、瀬戸町土地が４７万

２，２２７㎡、建物４万８６㎡となっております。 

 以下、山林、動産、物件、無体財産権、有価証券として掲載し
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ております。 

 次のページをお願いいたします。 

 このページにありますのは、まず（７）出資による権利でござ

います。出資金、出捐金等、関係団体等に出資しているもの。合

計伊方町が５億１１９万３千円、瀬戸町が１億５，８３１万４千

円となっております。 

 （８）不動産の信託の受益権はありません。 

 物品といたしまして、車両等伊方町が５８台、瀬戸町が４９台

となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 引き続き、物品の（２）装置といたしましては、両町行政無線

装置等がございます。内訳は御確認いただきたいと思います。 

 ３番、債権。債権といたしましては、奨学資金の貸付金及び住

宅新築資金等の貸付金合わせまして、伊方町が２億４，３９８万

９千円、瀬戸町が６，５３７万６千円となっております。 

 先ほど最後に御説明いたしました基金ですが、一般財政調整基

金、それから目的基金等掲げておりまして、合計金額伊方町が７

４億２，７４８万５千円、瀬戸町が１８億５，１３４万９千円と

なっております。 

 ５番、財産区有財産は両町ともございません。 

 次のページをお願いします。 

 ここに上げておりますのが負の財産として、地方債の現在高を

上げております。地方債とは、一言で言いますと地方公共団体の

借入金でございます。伊方町が総計６０億１，８９１万１千円、

瀬戸町が３８億３，２３４万８千円です。 

 ２番といたしまして、債務負担行為の状況といたしまして、物

件の購入等に係るもの、債務保証等に係るもの、その他合わせま

して伊方町が２３億９，９９０万円、瀬戸町が２億６，６２５万

８千円となっておりまして、数値は平成１４年度以降の支出予定

額を掲載いたしております。 

 以上、財産につきまして御説明いたしましたが、詳細につきま

しては総務小委員会の中で御検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

井  上  会  長  ただいま事務局から財産の取り扱いについて説明がありまし
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た。 

 何か御質疑、御意見はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特にないようでございますので、それでは確認させていただき

ます。 

 協議第６号財産の取り扱いにつきましては、総務小委員会に付

託・検討し、協議会で協議するとの事務局提案のとおり、これに

御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  ありがとうございます。 

 それでは、御確認いただきましたので、本案件につきましては

総務小委員会に付託させていただきます。 

 引き続きまして、協議第７号町議会議員の任期及び定数の取り

扱いについてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

調  整  班  長  協議第７号町議会議員の任期及び定数の取り扱いについて。 

 町議会議員の任期及び定数の取り扱いについて提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページをお願いいたします。 

 基本調整方針の欄にありますように、町議会議員の任期及び定

数の取り扱いについては、総務小委員会に付託・検討し、協議会

で協議するという提案内容でございます。 

 資料の説明に入ります前に、合併と町議会議員の関係について

御説明いたしますと、市町村合併が行われた場合は合併市町村の

法人格が消滅するため、地方自治法の原則といたしましては在任

する関係町の議会議員は失職することとなり、新しく発足した町

で議会議員の選挙を行うことになります。しかしながら、合併市

町村の激変緩和と市町村の自主的な合併促進を目的に、合併特例

法では合併後の市町村議会議員の定数や在任期間に関する特例措

置を認めております。そのため、これからの合併協議に当たりま

しては合併特例法に規定されている特例を適用するか否か、また

適用するとすればどの特例をどのような内容で適用するかを決定

する必要があります。資料８の１ページでは、その決定方法につ
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いて３つの例を挙げております。 

 まず、合併特例法を適用しない場合として縦に御説明いたしま

す。 

 先ほど言いましたように、合併関係町の議会議員の身分は、合

併関係町の廃止と同時に失職するということになります。任期

は、新たに選挙をしましたら選挙の日から４年間。定数といたし

ましては、地方自治法第９１条第１項により、合併市町村の人口

に基づき算出した議員の定数となりまして、人口５，０００以上

１万未満の町におきましては議員の数は１８名というふうなこと

で規定されております。後で説明させていただきますが、人口は

官報で公示された直近の国勢調査またはこれに準ずる全国的な人

口調査の結果による人口ということで規定されております。選挙

の期日は、新町設置の日から５０日以内ということになっており

ます。選挙すべき議員の数は、法定の定数である１８名というこ

とです。これは、特例を全く適用しない場合ということになりま

す。 

 次に、真ん中の列に入りますが、合併特例法で認められており

ます定数に関する特例、これは第６条になるわけですが、その特

例を活用した場合です。この場合は、先ほどと同じように合併時

に議員は失職することになります。任期は選挙の年から４年とい

うことです。定数に関して変わってまいりまして、合併関係町の

協議により、設置選挙に限り地方自治法第９１条第１項の定数の

２倍を超えない範囲で定数を増加することができます。ですか

ら、先ほど言いました１８名の２倍、３６人以内で定数を定める

ことができます。ただし、この特例による定数は最初の１回の選

挙だけです。それに解散または総辞職等により議員がすべてなく

なったときは、もとの定数に復帰するということです。選挙期日

は、先ほどと同じように設置の日から５０日以内。選挙すべき議

員の数は、増加した定数ということになります。 

 次に、右端の例、これは合併特例法第７条による在任に関する

特例という特例です。この特例を適用いたしますと、合併関係町

の協議により合併後２年を超えない範囲に限って、在職する議員

は引き続き新たに設置される関係町の議会の議員として在任する

ことができます。任期といたしましては、合併後２年を超えない
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範囲で協議で定める期間となっております。定数は、地方自治法

第９１条の規定による定数を超えたときは当該数をもって合併町

の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、または議員がすべ

てなくなったときは、これに応じてその定数は同条の規定による

定数に至るまで減少するということで、合併時の両町の議員さん

そのまま在職するというふうなことになります。ですから、選挙

は行わないという規定です。 

 次のページをお願いします。 

 このページでは、新設合併における先進地の事例を参考として

掲げております。 

 まず、最初に説明しました合併特例法を適用しない場合、この

例といたしましては東宇和・三瓶町が合併特例は適用せず設置選

挙を実施、議員定数を３１とし、旧町ごとの小選挙区とするとい

うふうなことで協議を行っております。 

 ２番目に説明いたしました定数に関する特例、これに関しては

先進事例がないようでございます。 

 ３番目に説明しました在任に関する特例、ほとんどがこの在任

の特例を活用いたしておりまして、右に掲げているような状況で

ございます。 

 下の欄は、伊方町・瀬戸町の両町の首長・議員等の任期の一覧

です。御確認をいただきたいと思います。 

 次のページをお願いいたします。 

 このページでは、市町村議員の定数及び任期に関する法令とい

うことで、地方自治法の原則を掲げております。 

 最初に、左上にありますが、市町村議会議員の定数。３番目の

人口５，０００以上１万人未満の市町村２２人とありますが、先

ほど説明いたしましたように、下の四角書き、平成１５年１月１

日からこれが改正されるようになっておりまして、現在は２２人

なのですが、１８名に減少することになります。合併協議の上で

は新町の議員定数は１８名ということで御認識をいただいたらと

思います。 

 右の欄に行きまして、公職選挙法を掲げております。設置選挙

第１１７条とあります。市町村が設置された場合においては、市

町村の選挙管理委員会は当該市町村の議会の議員及び長につい



 

- 20 - 

て、それぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わ

せなければならないと、これが原則論でございます。ただし、先

ほど言いましたように定数の特例と在任の特例というのが合併特

例法にありますので、次のページをお願いいたします。その特例

を説明したものがこのページでございます。左の欄が定数に関す

る特例です。一番下の四角でありますが、定数特例による議員定

数といたしまして、改正地方自治法、平成１５年１月１日以降は

新町の定数は自治法上では１８人となりますが、これの２倍まで

可能ということで３６人以内で設置選挙を行うことができるとい

うことです。ただ、これは設置選挙を行った場合についての適用

です。 

 右側の在任に関する特例につきましては、下の四角のところを

見ていただいたらと思いますが、在任特例を適用した場合の議員

定数、伊方町の在任議員数が１６名、瀬戸町が１２名、合わせて

２８名、新町になりましたら在任特例を適用いたしましたら、そ

のまま２８名の議員さんが２年以内の期間在任することが可能と

いう特例になっております。 

 次のページをお願いします。 

 最後に、今まで説明したものをこの一覧表で掲げております。

先ほど説明いたしませんでしたが、町長に関しましては議会議員

と違いまして、特例措置はございません。ですから、合併時に両

町長は失職することになりまして、新町発足から５０日以内に新

町長の選挙を実施することになります。任期は選挙の日から起算

されまして４年間ということになります。下の３段が先ほど説明

しました特例措置を適用しない場合、定数特例を適用した場合、

在任特例を適用した場合ということで、町議会議員のパターンを

３例掲げております。繰り返しますが、適用しない場合は伊方町

１６名、瀬戸町１２名の議員さんは発足時に失職して設置選挙を

行うことになります。地方自治法上の定数であります１８名の定

数によって選挙を行うということが特例措置を適用しない場合と

いうことです。真ん中にありますのが定数特例を適用した場合と

いうことで、新町発足時に両町議員が失職し設置選挙を行います

が、特例措置により議員の数を定数の２倍まで増加することがで

きますので、３６人以内の定数を定めて合併時に選挙することが
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できるということでございます。在任特例を適用した場合は、新

町発足時に設置選挙を行わずに両町の議員がそのまま在任する

と、２年を超えない範囲で協議で定める期間在任するということ

になっております。 

 以上、表にまとめておりますので、御確認いただいたらと思い

ます。本議会議員の任期及び定数の取り扱いについては総務小委

員会の方で詳しく御議論いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

井  上  会  長  ただいま町議会議員の任期及び定数の取り扱いについて事務局

から説明がございました。 

 これにつきまして御質疑はございませんか。 

 はい、どうぞ。 

栗  上  委  員  ８の２なんですけれども、東宇和・三瓶町は合併特例法を適用

しないということになっておる。ここは、定数に関する特例を適

用しとんじゃないかと思うんですがね、東宇和の場合は。ここ

は、定数の上に各町１名とする。５名ふやしてますんで、一番上

ではないんです。真ん中の欄にしとった方がいいんじゃないかと

思いますがね。 

調  整  班  長  失礼します。新聞記事をそのまま引用いたしましたので、中身

を承知しておりませんでした。訂正させていただいたらと思いま

す。ありがとうございます。 

井  上  会  長  今言われましたのは、８の２のページのところに東宇和・三瓶

については一番上に載ってますけれども、これは定数特例を適用

しているということですので、一つ下の真ん中に下りるというよ

うなことでございます。 

栗  上  委  員  それともう一点、４月１日が３月３１日。 

井  上  会  長  わかりました。合併の時期が１６年３月３１日、これも４月１

日になってますけれども、訂正をお願いします。 

 御意見、御質疑はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  ないようでございます。 

 それでは、確認させていただきます。 

 協議第７号町議会議員の任期及び定数の取り扱いにつきまして

は、総務小委員会に付託・検討し、協議会で協議するとの事務局
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提案に御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。ありがとうございました。 

 それでは、御確認いただきましたので、本案は総務小委員会に

付託させていただきます。 

 次に、協議第８号農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱い

についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

班  長  補  佐  協議第８号農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱いについ

て。 

 農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱いについて提出す

る。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページをお願いします。 

 農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱いについては、総務

小委員会に付託・検討し、協議会で協議するという提案内容で

す。 

 具体項目につきまして、現在委員の定数は公選による委員が伊

方町が１０名、瀬戸町が１５名、選任による委員が伊方町が６

名、瀬戸町が４名の構成となっており、合計伊方町が１６名、瀬

戸町が１９名となっております。農業委員会の設置について、農

業委員会等に関する法律では市町村面積が２万４千ヘクタール以

上、または農地面積が７千ヘクタール以上の大きい市町村につい

ては、２以上に分けて置くことができますが、新町ではこの面積

要件を満たしていないため、１委員会の設置となります。 

 また、委員の定数について選挙による委員の定数は政令で定め

る基準に従い１０人から４０人までの間で条例で定めた数の委員

を置き、そのほかに選任による委員として農業協同組合等が推薦

した理事１名と市町村議会が推薦した５名以内の学識経験者を置

くということになっております。これに対しまして、合併特例法

には市町村の合併の際、合併関係市町村の農業委員会の選挙によ

る委員で新町の被選挙権を有することとなる者は１０人以上８０

人以内の人数で定めた数のものに限り、合併後１年を超えない範
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囲で定めた期間、引き続き新町の選挙による委員として在任する

ことができる在任特例が明示されております。 

 また、選任による委員さんにつきましては、特例措置がござい

ませんので、合併後速やかに農業委員会に関する法律に定める手

続によりまして委員を選出しなければならないということになっ

ております。 

 なお、農業委員会の委員の任期等に関する特例を適用する場合

の合併関係市町村の協議については、合併前に合併関係市町村の

議会の議決を得るものとされ、その協議が成立したときは合併関

係市町村は直ちにその内容を告示しなければならないということ

になっております。 

 以上です。 

井  上  会  長  以上の事務局の説明につきまして、何か御質疑ございません

か。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  格別ないようでございますので、確認させていただきます。 

 協議第８号農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱いにつき

ましては、総務小委員会に付託・検討し、協議会で協議すること

の事務局提案について御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。 

 それでは、御確認いただきましたので、本案は総務小委員会に

付託させていただきます。ありがとうございました。 

宮  下  委  員  伊方町の委員の任期が１６年からというのは。 

井  上  会  長  合併しての任期ということです。 

宮  下  委  員  いや、現在の任期ですよ。 

井  上  会  長  はい、どうぞ。事務局。 

調  整  班  長  失礼します。現在の任期ではないわけですけれども、この資料

といたしましては合併時点での協議ということでございますの

で、先を見越して合併時に関係する期間を掲げさせていただいて

おります。農業委員会の委員さんは３年間ということでございま

すので、それまでに１回改選があるわけですけれども、改選を見

込んで合併時にかかわる任期ということでございます。 

宮  下  委  員  わかりました。 



 

- 24 - 

井  上  会  長  それでは次に、協議第９号条例・規則の取り扱いについてを議

題といたします。 

 事務局の方から説明を求めます。 

班  長  補  佐  協議第９号条例・規則の取り扱いについて。 

 条例・規則の取り扱いについて提出する。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 次のページをお願いします。 

 条例・規則の取り扱いについては、総務小委員会に付託・検討

し、協議会で協議するという提案内容です。 

 新設合併における関係町においては、合併が行われた場合には

町の法人格が消滅するため、当該条例・規則等は失効することと

なります。このため、新町において必要な条例・規則は原則とし

て新町において新たに制定し施行する必要があります。 

 なお、条例・規則等の整備については、あくまで業務内容に伴

うもので、それ自体が独立先行するものではありませんので、両

町の事務調整表を先につくり新町の業務内容を明確にした上で、

根拠法令に基づいて合併時に即時施行を必要とする事務事業につ

いては合併時までに策定することとし、合併後に調整を行うもの

については事務事業に必要な条例、附則等について、合併後速や

かに制定することとなります。具体項目については、両町の例規

集により目次だけ添付しておりますので、お目通しをいただいた

らと思います。 

 以上です。 

井  上  会  長  ただいま御説明がございました事務局の説明につきまして、何

か御質疑、御意見はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特にないようでございますので、確認させていただきます。 

 協議第９号条例・規則の取り扱いにつきましては、総務小委員

会に付託・検討し、協議会で協議するとの事務局提案について御

異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。 

 御確認いただきましたので、本案は総務小委員会に付託させて
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いただきます。ありがとうございました。 

 では次に、協議第１０号新町将来構想の策定及び新町建設計画

の作成についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

計  画  班  長  失礼します。 

 それでは、１１ページを説明させてもらいます。 

 協議第１０号新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成につ

いて。 

 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成について提出す

る。 

 平成１４年１０月２５日提出。 

 伊方町・瀬戸町合併協議会 会長井上善一。 

 それでは、次のページ、１１の１をごらんください。 

 基本方針としまして、新町将来構想の策定及び新町建設計画の

作成については、企画小委員会に付託・検討し、協議会で協議す

るという提案内容にしております。 

 新町の建設計画は、合併に際し、住民に合併のまちづくりに関

するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断する

という、いわば新町のマスタープランとしての役割を果たすもの

です。また、新町建設計画を基礎として、さまざまな財政支援措

置が講じられることになっております。 

 次に、留意事項ということで書いております。新町建設計画の

ポイントということで、１から５項目ございます。 

 １番として、将来ビジョンと新町建設計画はつながっているも

ので、当初から建設計画の内容と形式を念頭に置き、将来ビジョ

ンを策定して住民に説明を行うものです。 

 ２番目として、新町建設計画の内容は、合併特例法第５条によ

り定めなければならない事項として、４項目ございます。①基本

方針、②根幹となるべき事業、③公共施設の統合整備、④財政計

画となっております。各町の総合振興計画を全て引き取って計画

に盛り込み、新町になって審議し、合併特例債の具体的な用途を

決めるといった手法もありますが、真に新町の建設に資する事業

を選び、合理的で健全な財政運営に裏づけられた着実な計画とす

べきと考えております。 
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 ３番目として、対象事業の財源として、新町建設計画に基づい

て行う事業は、合併特例債を活用することができ、起債充当率９

５％、元利償還金の７０％を普通交付税で措置するものです。な

お、合併後の町が過疎地域に該当しない場合でも、旧過疎地域市

町村の区域を過疎地域とみなして過疎債の活用が認められており

ます。 

 ４番目として、対象事業のポイントとして、①事業が圏域とし

ての重要事業、②総合振興計画に記載の事業、住民意向調査で要

望の強い事業等の懸案事業、③駆け込み事業のカットということ

になっております。 

 ５番目として、ネーミングとして、市町村建設計画の冠にこだ

わらず、まちづくり、ビジョンとするのも一案ということです。 

 今後、企画小委員会を開催し、将来構想の策定、建設計画の作

成について御審議いただくことになります。事務局の方からは以

上です。 

井  上  会  長  どうも御苦労でございます。 

 ただいまの事務局の御説明につきまして、何か御意見、御質疑

はございませんか。 

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  特にないようでございますので、確認させていただきます。 

 協議第１０号新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成につ

いては、企画小委員会に付託・検討し、協議会で協議するとの事

務局の提案に御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  異議なしと認めます。ありがとうございました。 

 それでは、御確認いただきましたので、企画小委員会に付託さ

せていただくことといたします。 

 以上で協議を終了いたします。 

 新規協議の８件につきましては、早速それぞれの小委員会に付

託させていただきます。小委員会におきましては、委員長さんを

中心に委員の皆様方の積極的な御意見を賜り、活発で迅速なる協

議をお願いをいたします。 

 では次に、その他でございますが、１番目の合併重点支援地域

指定要望についてを議題といたします。 
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 事務局の説明を求めます。 

総  務  班  長  失礼いたします。その他の資料の表紙、次の１２ページをお開

き下さい。 

 内容につきましては、１３ページに伊方町・瀬戸町２町の合併

重点支援地域への指定についての要望書の記載内容でございま

す。この合併重点支援地域の要望につきましては、国の市町村合

併支援プランに沿った積極的な支援を受け、個性あるまちづくり

を実施するため指定要望するものでございます。合併重点支援地

域の指定は、市町村合併が進んでいます地域を愛媛県が指定する

ことになります。指定を受けると国の補助事業の優先採択であり

ますとか、重点投資といった支援が受けられることになります。 

 また、県の支援といたしましては県事業の重点配分などの支援

策が講じられることとなります。県内の支援地域の指定状況は、

１０月現在協議会設置数、県下で１４協議会５５市町村ございま

す。うち１１地域、１１協議会の４９市町村が指定を受けてござ

います。その内訳といたしまして、法定協議会が１０協議会３５

市町村、任意協議会が１４市町村となってございます。 

 本協議会からの合併重点支援地域の指定については、県内の合

併協等の動向を踏まえつつ指定要望を早期にいたしたいと考えて

ございます。この要望に当たりましては、この要望書案並びに提

出時期については会長、副会長に一任していただきますことを御

了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。 

 以上でございます。 

井  上  会  長  ただいま合併重点支援地域への指定についての要望書の提出に

つきまして事務局から御説明があったわけでありますが、今言わ

れますように本案について会長、副会長に一任をしていただい

て、適当な時期、できるだけ早い機会に県に指定要望を提出する

ということでよろしゅうございましょうか。 

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井  上  会  長  ありがとうございました。 

 では、そのようにいたし決定いたします。 

 続いて、その他の２つ目で、第３回伊方町・瀬戸町合併協議会

の日程についてを議題といたします。 
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 事務局から説明をお願いします。 

総  務  班  長  その他２番目でございますが、第３回伊方町・瀬戸町合併協議

会の日程についてでございます。 

 第３回目は、来月１１月２０日水曜日、２時から伊方町役場で

開催したいということでございます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

久  世  委  員  １１月２０日は、東京で全国議長会ということで、できるだけ

外してください。私らだけの都合で外してくださいということで

申し訳ないですけど。 

総  務  班  長  一応、この日程の検討に当たりましては、皆様それぞれの日程

を調整いたしまして２０日ということでさせていただいておりま

す。その点御了解いただければと思います。 

協 議 会 事 務 局 長            事前に、なかなか日程それぞれ皆さんお忙しい方ばかりであれ

なんですけど、もう一度それは調整させていただきまして、また

後日どうしてもやむを得ない場合にはこの日になろうかと思いま

すが、もう少し日程調整をさせていただきたいと思います。 

井  上  会  長  そういうことで、ひとつ御了承いただきたいと思います。 

 それでは、事務局からその他の関係で説明願います。 

調  整  班  長  失礼します。連絡事項となるわけですが、本日御協議いただき

ました小委員会の付託案件、それぞれ４つの小委員会に付託され

たわけです。次の合併協議会までに、それぞれ小委員会を開催し

て御協議いただく事項等がありますので、小委員会の委員長さん

を中心に、委員長さんにはお手元に日程調整の資料をお渡しして

おりますが、ただいま事務局で考えられる日時を掲載いたしまし

た資料で、小委員会ごとに御相談いただきまして、事務局に開催

希望日をお知らせいただいたらと思います。できましたら、本日

多少早く終わるかと思いますので、それぞれ御相談いただくか、

なお近日中に御報告をお願いしたらと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

井  上  会  長  よろしいでしょうか。 

 それぞれ４つの小委員会の委員長さん方あるいは委員さん方大

変御苦労でございますけれども、ひとつ次回の協議会までにぜひ

御協議をいただきたいと思います。 

 以上で本日の議事のすべてを終了いたします。 
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協 議 会 事 務 局 長            どうも長時間にわたりましてありがとうございます。 

 それでは、閉会に当たりまして中元副会長のごあいさつをお願

いいたします。 

中 元 副 会 長            一言ごあいさつを申し上げます。 

 今日は、委員の皆様方におかれましては御多忙にもかかわりま

せずお集まりをいただき、そしてまた長時間にわたりましてたく

さんの案件の御協議をいただきまして、本当にありがとうござい

ます。ただいま御決定をいただきました新町の合併方針、それか

らそれらが新しい新町での骨格となるものでありまして、それ以

外に御協議をいただいた８件、それとまたこれから法定協議会に

入って細部にわたっての御協議をいただく、それらが町の骨格に

対して肉づけをしていって、そして最後の仕上げをしていくとい

うことになろうかと思います。最後の仕上げは、何といいまして

も、人間に例えますならば、気は優しくて力の強い、そして美し

い将来性のある頼もしいものに仕上げていかなければならないだ

ろうと思います。ようやく、新町づくりの糸口、端緒についたか

なというようなことでございまして、これからがいよいよ本番で

あろうと思います。今日の協議大変お疲れでございましたけれど

も、これに懲りることのないよう、先ほど、次の招集日などの提

案もあったようでございますが、これからも活発な皆様方の御意

見、御議論をいただいて、そして所期の目的を達成していきたい

と思っておりますので、どうか最後までよろしくお願いを申し上

げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきま

す。本日は、どうもありがとうございました。 

協 議 会 事 務 局 長            以上をもちまして本日の会議は全日程終了いたしました。 

 一同御起立をお願いいたします。礼。 

井  上  会  長  どうも御苦労でございました。大変お疲れさまでした。 
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